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10 管理運営

公立大学である本学は県の一組織でもあるため、設置者である県の施策も踏まえた大学運営を

行っている。

学長及び教員の採用などの教員人事は、教授会での議決を経て知事が任命するなど大学の意思

が尊重されており、また、学生の教育についても同様である。しかし、会計処理、物品・施設管

理等の大学運営に関する諸規程は県の規程が適用されている。

大学運営に関する条例の制定、予算制定、決算の承認等については県議会の審議・決定を受け

る必要があり、また、大学運営の重要事項については設置者の方針協議や承認を得る必要がある

ものもある。日頃から設置者との意見調整を綿密に行い、合意形成を図りつつ、県の人材育成理

念を反映した教育を推進させるとともに、大学の理念・目標を実現するための特色ある教育研究

活動を積極的に実施している。

大学改革に関する設置者と大学との常設の検討会議の場として、平成15年３月27日には「埼玉

県立大学運営改革推進会議」を設置した。この会議で大学と短期大学部の統合再編や経営主体の

あり方など大学運営に関する重要かつ緊急な課題について検討し、県と大学が一体となって大学

改革を進めている。

学内においては、学長のリーダーシップのもとで大学の管理運営を行っている。

(1) 教授会

【現状の説明】

教授会は、本学における重要事項の意思決定機関であり、審議・決定事項は、管理運営及び教

育研究活動の基本をなすものである。

毎月１回開催する定例教授会と主に入学試験業務を審議するために開催する臨時教授会があ

る。教授会は、学長が招集し、議長となる。

教授会の構成及び審議事項に係る規定は、埼玉県立大学学則第８条第２項及び第３項に定めら

れている。

第８条 本学に、重要事項を審議するため、教授会を置く。

、 、 。 、 、２ 教授会は 学長 副学長及び教授をもって構成する ただし 学長が必要と認めるときは

助教授その他の職員を加えることができる。

３ 教授会は、次に掲げる事項を審議する。

一 教育課程及び授業に関する事項

二 学則及びその他重要な規程の制定、改廃に関する事項

三 学生の入学、退学、休学、除籍、卒業、修了及び賞罰に関する事項

四 学生の厚生補導に関する事項

五 教員の人事に関する事項

六 予算概要の方針に関する事項

七 前各号に掲げるもののほか、本学の教育研究及び運営に関する重要な事項

４ 教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て学長が定める。
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特に大学の重要案件である教育課程に係る審議事項については、教務委員会において細部にわ

たる検討を行い、その審議結果を教授会に提案し、審議のうえ意思決定する。

教育の根幹をなす教員人事にあたっては、教員の選考の必要が生じたときに、その都度教員候

補者を選考するための教員選考審査会を設置する。審査会は、教員候補者の公募及び応募者の審

査等を行い、教授会において審査結果を報告するとともに教員候補者を推薦する。教授会は、教

員候補者について、投票を行い、学長がその結果を知事に申し出る。

臨時教授会は、主として入学試験の合格判定が議題となる。入試委員会の審議結果が教授会に

提案され、大学として意思決定される。

ほかに本学では、全学的審議機関として、大学と短期大学部に共通する重要事項の協議・調整

を行う埼玉県立大学協議会及び適正で効率的な大学運営を図るため、学内の諸調整を行う埼玉県

立大学運営会議を設置している。埼玉県立大学協議会及び埼玉県立大学運営会議で承認された審

議結果は教授会に報告される。

また、大学運営に係る各課題を所管別に審議する機関として各種委員会を設置している。

審議経過は、定例教授会で報告される。人事、教務、入試、学生及び規程等に関する重要議題

は、各委員会から教授会に提案があり、協議の結果、意思決定される。

【点検・評価】

本学は、教育公務員特例法に基づく評議会が設置されていないため、教授会が本学の意思決定

のための議決機関となっている。開催状況は表10-1のとおり時宜に合った開催がされており、提

出議題は、学則、教授会規程に則った議案となっている。

教授会は、人事及び入学試験関連以外の議題について、助手以上の教員の傍聴を認めている。

教授会の議事録及び資料は、回収資料及び個人情報に関わる部分を除き、学内電子掲示板に掲

載し、教職員に審議事項の周知徹底を図ることにより、情報の共有化及び大学運営に対する問題

意識を促し、円滑な大学運営が行われるようにしている。

埼玉県立大学協議会は、今後の大学と短期大学部の統合・再編の検討の進捗に沿って、開催回

数が増えることが見込まれる。また、埼玉県立大学運営会議は、学長が大学運営上の重要事項に

ついて、意思決定する上で、学長を補佐する組織としての機能を明確にし、重要事項の審議を活

発に行う必要がある。

各委員会はそれぞれに機能分担と連携協力を図るとともに、事務局と教員が連絡を密にしなが

ら各委員会の進行管理を行って、現在は、概ね効率的で適正に運営が行われている。

以上のとおり、全学的審議機関は、それぞれの役割分担を果たすことにより教授会の運営に寄

与している。

【将来の改善・改革に向けた方策】

大学を取り巻く社会情勢の著しい変化は、大学の存続にも大きな影響を及ぼす恐れがあり、教

授会及び各審議機関は、教育・研究の質の向上及び社会の要請を常に考慮して、教職員が一丸と

なった効率的で効果的な大学運営を図り、魅力ある大学づくりを目指している。

今後、教授会の果たす役割がますます重要となることは必然であり、大学としての意思決定が

必要な事案も増加することが見込まれる。教授会での審議の迅速化を図るため、発議機関におけ

る十分な審議及び教授会前の提案者との綿密な調整を行っていく。

また、本学は大学と短期大学部の統合・再編について、外部有識者の提言も受けながら、設置

者及び全学をあげて検討中であり、その検討結果が大学の管理運営に及ぼす影響は大きい。
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現在、保健医療福祉部及び短期大学部の教授会は個別に開催されているが、今後は、統合再編

後の管理・運営を見据えて、教授会組織のあり方及び規程の見直しを検討していく。

平成15年度は、総務委員会において、委員構成の見直し及び各種委員会の再編・統合の可能性

も含めた各種委員会規程の見直しを審議しており、委員会活動の一層の活性化を図っていく。

(2) 学長の権限と選任手続

【現状の説明】

学長は、埼玉県立大学学則第５条に基づき設置され、大学の最高責任者として、本学の管理・

運営に就いている。

、 、 、 、 、学長の職務と権限は 学生の入学許可・卒業認定等 教員選考 学則の決定 学内の合意形成

学内調整並びに設置者（県）との合意形成及び意見調整等多岐にわたる。また、県立大学の長と

しての地域活動及び社会貢献事業への参画、学識経験者としての審議会及び関係団体の委員への

、 、 。就任並びに教育者 研究者としての研究 講演及び学会活動等活発で広範囲な活動を行っている

学長の選考方法、資格及び任期等に関し必要な事項は、教育公務員特例法第４条第１項及び第

８条第１項の規定に基づき制定された埼玉県立大学学長選考規程に定められている。

学長予定者の選考は、埼玉県立大学教授会が行う。５名の推薦人（埼玉県立大学及び短期大学

部の学長、副学長、教授、助教授及び専任講師とする ）が候補者を文書により選挙管理委員会。

に推薦し、選挙は、推薦され候補者になった者について行う。選挙の有権者は、選挙の公示日時

点で在職する埼玉県立大学及び短期大学部の学長、副学長、教授、助教授、専任講師、助手及び

担当課長級以上の役職の事務局職員としている。その投票の結果、有効投票数の過半数を得た者

を当選者とし、教授会は、学長予定者に決定する。学長は学長予定者の決定について短期大学部

教授会に報告し、学長の任命は、知事が行う。

また、学長の任期は、４年とし、再任を妨げない。ただし、再任の任期は、２年とし、引き続

き８年を超えることはできない。

平成14年12月16日に学長選挙が実施され、平成15年４月１日付けで新学長が就任した。

【点検・評価】

平成14年度の学長選考に当たって、平成14年７月26日付けで埼玉県立大学学長選考規程を、ま

た、平成14年９月13日付けで埼玉県立大学学長選考規程施行細則及び埼玉県立大学学長選挙管理

委員会規程を施行した。

なお、学長候補者推薦書及び学長候補者経歴書の閲覧を候補者公示から投票日までの間行うと

ともに候補者の所信表明会を行い、候補者の十分な情報を有権者に提供し、大学運営の最高責任

者として適任者が学長に選任されるようにした。

これらの規程に基づき公正で適切な学長選考が実施できた。

めまぐるしい社会環境の変化と社会的ニーズに対応するため、学長には、迅速で適切な意思決

定と効率的な大学運営が求められている。事務局組織及び教員組織は、学長が積極的なリーダー

シップを発揮し、責任を持って大学運営が行えるよう支援体制をとっている。

【将来の改善・改革に向けた方策】

大学と短期大学部の統合・再編という重要案件を含めた大学の将来構想の検討において、設置
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者と共通のビジョンを持てるよう合意形成を図っていく必要がある。そのためには、大学内の意

思統一が必要であり、学長の役割は大きい。また、補佐的役割を担う事務局においては、日頃か

ら、設置者との連絡調整を密接に行っていく。

現在は、大学と短期大学部という２つの大学があることにより学長業務及び大学運営業務の重

複が存在する。大学と短期大学部の統合・再編により、学長の権限をより速やかに実行に移すこ

とができる。学長を中心として大学全体で積極的に協議していく。

また、近い将来、大学の設置運営形態については、様々な検証を行いながら大学としての考え

を整理していく必要がある。学長の立場と職務についてもその中で具体的検討の対象とする。

(3) 意思決定

【現状の説明】

本学の意思決定に関わる審議機関としては、協議会、教授会、運営会議、各種委員会があり、

事案により意思決定のプロセスは異なる。

しかし、経常的業務に係る軽易なものを除き、大学運営に係るほとんどの事案は、最終的には

教授会で、協議または報告される。

大学と短期大学部に共通する大学の将来構想、人事方針等は、協議会で協議される。協議結果

は大学運営会議に報告され、事前調整を経て教授会に報告される。

教員の選考は、教員選考審査会から教授会に審査結果の報告及び教員候補者の推薦を行い、

投票後教員候補者が決定する。

学内関係規程は、各関係委員会において協議される。協議結果は、総務委員会の承認を得て教

授会で協議される。

入試･学生･教務関連事案は、各関係委員会の協議結果を教授会で協議または報告する。

大学運営に係る予算、決算、施設管理等の重要事項の検討結果は、教授会で報告される。

それぞれの審議機関が機能分担と連携協力を図りながら、最終的に責任ある適切な意思決定が

行われるように努めている。

【点検・評価】

迅速で適切な意思決定を行っていくためには、各審議機関が機能的に運営されていなければな

らない。各審議機関の事務局を事務組織が担当し、学長及び委員長の支援を行い、円滑な審議が

図れるようにしている。審議事項の増加に伴い審議時間が長時間に及ぶ場合が多くなっているた

め、効率的な審議の進行管理を行っている。

また、意思決定結果の施行時期を考えて、計画的に審議機関への発議が行われるよう各担当事

務局は、審議事案を迅速に事前把握している。

なお、委員会の増設に伴い複数の委員会の構成員になっている教員もいるため、その負担の軽

減を図り、より効率的な委員会運営が図れるよう構成員の見直し及び委員会の統合を検討してい

る。

【将来の改善・改革に向けた方策】

大学と短期大学部の統合・再編の検討の活発化に伴い重要審議事項の増加が見込まれるため、

各審議機関をより効率的に運営していく。
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各審議機関及び各審議事案における責任体制の一層の明確化を図っていく。

意思決定結果は、学内の教職員に周知徹底されるよう、情報システムを活用していく。

大学と短期大学部の統合・再編が実施された場合、意思決定を行う審議機関の体制の変更が見

込まれるため、計画的に検討を進める。

なお、社会状況の変化に迅速に対応するためにも、各審議機関において一層の情報収集を行う

とともに、迅速で適切な意思決定を行っていく。

(4) 運営会議、協議会などの全学的審議機関

【現状の説明】

〈埼玉県立大学協議会〉

埼玉県立大学協議会は、埼玉県立大学協議会規程に基づいて設置されている。埼玉県立大学及

び埼玉県立大学短期大学部に共通する重要事項を協議・調整し、埼玉県立大学及び埼玉県立大学

短期大学部相互の円滑な運営を図ることを目的として設置している。学長、副学長、短期大学部

長、事務局長及び事務局副局長により構成されている。主な協議事項は、将来構想、予算編成基

本方針、重要規程の制定・改廃、重要施設の設置・廃止及びその他大学及び短期大学部の運営の

調整に関する事項についてである。

〈埼玉県立大学運営会議〉

埼玉県立大学大学運営会議は、埼玉県立大学大学運営会議規程に基づいて設置されている。

埼玉県立大学における学内の諸調整を行い、適正で効率的な大学運営を図ることを目的として設

置している。学長、副学長、学科長、一般教育会議及び医学教育会議会長、事務局長、事務局副

局長及び学長が必要と認める者により構成されている。

主な審議事項は、学長からの諮問事項に係る協議に関する事項、教授会に図る案件の事前調整

に関する事項、学科間の調整に関する事項及びその他大学運営に係る企画及び調整に関する事項

についてである。

〈学内委員会〉

委員会の設置については、埼玉県立大学学則第９条第１項に入試委員会、教務委員会その他必

要な委員会を置くことができると定めている。

各種委員会は、大学の教育、研究、運営上の具体的な課題を協議する機関として重要な任務を

担っている。

平成15年５月１日現在、保健医療福祉学部の委員会は８委員会、保健医療福祉学部と短期大学

部の共通委員会は10委員会設置されている。その他、進路担当教員、セクシャル・ハラスメント

相談員が選任されている。委員会の委員は各委員会規程の中で定めているが、事務局も各担当が

委員として参加し、教職員が連携協力して活動している。

なお、学内各種委員会における審議結果は、教授会において協議または、報告される。

〈埼玉県立大学運営改革推進会議〉

埼玉県立大学の新たなあり方検討委員会報告書に示された提言について検討かつ推進するとと

もに改革の達成状況に関して評価等を行うために、埼玉県立大学運営改革推進会議を設置してい

る。

委員は、健康福祉部長外の県の職員及び学長、副学長、短期大学部長、事務局長及び学長が指

名する教授２名からなる。審議事項は、報告書における改革方策に関する事項、大学運営協議会
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から助言・指導を受けた改革方策に関する事項、上記の改革の達成状況に関して評価に関する事

項及びその他大学運営に関する重要かつ緊急な課題に関する事項である。

【点検・評価】

現在、協議会の開催件数は少ないが、大学と短期大学部の統合・再編の検討が行われる過程で

大学全体に係る重要審議事項の協議・調整の増加が見込まれ、協議会の機能が重要となる。

運営会議は、学長が大学運営上の重要事項について意思決定する上で、学長を補佐する組織と

しての機能を明確にする必要がある。

また、教授会の効率的な運営のため、運営会議における各学科間の意見交換及び調整を活発に

行う必要がある。

本学の各種委員会活動は活発に行われている。最近の新設の委員会としては、大学の目標にも

掲げられている国際性を重視した教育・研究活動を推進するため、平成15年４月１日に国際交流

委員会を設置した。

また、県内での質の高い卒業生の就職を推進していくことは県民の保健医療福祉サービスの向

上という点からも重要であるため、学生の就職及び進学の支援を図るため、平成15年４月１日に

大学進路支援委員会を設置した。

なお、より効率的、効果的な委員会運営を行うために、委員会の見直し及び統合の検討を積極

的に行っている。

【将来の改善・改革に向けた方策】

現在、大学と短期大学部の統合・再編推進委員会において、スケジュール、学科構成、定員、

施設改修及び教員の選考方針等の様々な重要課題の協議を行っている。この協議の進捗に伴い、

各審議機関において経常の案件の審議に加えて大学と短期大学部の統合・再編に伴う大学運営全

般に係る審議も必要となる。各審議機関は、限られた期限内に多くの審議事項を処理しなければ

ならない。

各審議機関が連携協力し、正確な情報伝達を行い、円滑に機能していくことが迅速な意思決定

に繋がるため、各審議機関を運営する教職員は、綿密な連絡調整を行う。

各審議機関の構成員及び関係規程の見直しを行い、効率的な各審議機関の運営を目指す。

(5) 管理運営への学外有識者の関与

【現状の説明】

本学は、大学改革の一環として、大学運営全般に関する重要事項について、外部からの的確な

評価と新たな改革・改善にかかる助言・指導を得るため、平成15年５月に埼玉県立大学運営協議

会規程に基づき、学外有識者からなる埼玉県立大学運営協議会を設置した。

埼玉県立大学運営協議会は、本学の運営全般に関する重要事項（大学・短期大学部の統合・再

編 、本学の教育、研究、経営に関する事項（教育内容、研究活動、財務会計、社会貢献、就職）

支援等）及び本学の教育、研究、経営に関する評価（大学全般に関する総合的な評価及び教育、

研究、経営に関する毎年度の評価）について学長の諮問に応じて審議し、学長に対して助言及び

指導を行うものとしている。

委員は、大学運営及び大学改革について、広くかつ高い見識と豊富な経験を有する者により構
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。 、 。 、 、 。成されている 運営協議会は 10人以内の委員で組織する 任期は ２年とし 再任を妨げない

埼玉県立大学運営協議会の設置規程は、平成14年12月24日に策定されている。

【点検・評価】

大学が社会からの意見を取り入れ、社会的存在としてその責任を明らかにするとの観点からも

大学の教育研究目標、計画、予算、自己評価などの事項について学外有識者から意見を聞くこと

は、重要なことである。

埼玉県立大学運営協議会から助言・指導を得て、大学と短期大学部の統合・再編及び設置運営

形態に関して、方向付けを行う。その後も大学改革の進行状況に関して、助言を受ける予定であ

り、埼玉県立大学運営協議会の役割は大きい。

埼玉県立大学運営協議会からの助言・指導を大学と短期大学部の統合・再編推進委員会の検討

にフィードバックすることにより社会に対しても開かれた公共的機関として、より効率的、効果

的な大学改革を進めている。

【将来の改善・改革に向けた方策】

本学は、大学と短期大学部の統合・再編により、保健医療福祉分野に精通した資質の高い人材

をこれまで以上に数多く育成するとともに、新たなニーズを先取りした魅力ある大学づくりを目

指している。

、 。このような大学改革の岐路に立つ本学としては 埼玉県立大学運営協議会の存在意義は大きい

埼玉県立大学運営協議会は、平成15年７月16日、８月７日、９月24日と３回開催された。第３

回協議会では、大学と短期大学部の統合・再編推進委員会の取りまとめによる統合・再編の方向

が確認された。

今後も、本学の自己評価に対する評価、設置運営形態の検討及び大学院構想の検討等検討課題

は多い。

本学は、埼玉県立大学運営協議会の助言・指導を受け、より自主的、自立的な大学改革を目指

す。

なお、本学は、平成15年５月９日付けで、埼玉県立大学研究評価委員会設置要綱を策定し、学

外有識者からなる埼玉県立大学研究評価委員会を設置した。

第１回委員会を平成15年７月29日に開催し、第２回委員会は、平成16年１月29日に行われる奨

励研究発表会視察後、同日に開催を予定している。

委員会の研究の評価を受けることにより、本学教員の研究に対する意欲を啓発し、研究の資質

の向上を図っていく。
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表10－１ 平成１１年度 保健医療福祉学部教授会

回数 年 月 日 主 要 議 題

１ 11.４.１ ・埼玉県立大学における諸規定の制定について

・委員会委員の選出について（依頼）

２ 11.４.５ ・委員会委員の選出について

３ 11.４.19 ・教育費、研究費の配分について

４ 11.５.10 ・既修得単位の認定に関する規定について

５ 11.６.７ ・有害物質等の管理に関する規定について（委員の選出

を含む）

・動物実験に関する規定について（委員の選出を含む）

６ 11.７.５ ・教員（看護学科）の補充について

・平成12年度入学者選抜について

・保健センター員の選出について

７ 11.８.２ ・大学説明会について

・学生会館使用要項について

・海外出張の取扱いについて

８ 11.９.13 ・学生の身分について

・平成12年度学生募集要項（推薦入学・社会人特別選抜

について）

９ 11.10.４ ・学生の身分について

・平成12年度学生募集要項（一般選抜）について

・埼玉県立大学シンボルマークの制定について

・教員の補充について

・大学設置認可事項の変更について

「 （ ）」10 11.11.１ ・大学・短期大学部による 合同授業 兼担同室方式

について

・教員（理学療法学科、作業療法学科）の採用について

11 11.11.10 ・推薦入学及び社会人選抜の入試実施要領について

12 11.11.29 ・平成12年度入学者選抜試験（推薦、社会人）に係る合

否決定について

13 11.12.６ ・教員（看護学科）の採用について

・平成12年度埼玉県立大学行事予定について

14 12.１.５ ・平成12年度非常勤講師の委嘱について

・教員（看護学科）の採用について

15 12.２.８ ・一般選抜試験の２段階選抜について

・一般選抜試験のスケジュールについて

・一般選抜試験の実施要領について

16 12.３.３ ・一般選抜前期日程試験合格者の決定について

17 12.３.17 ・一般選抜後期日程試験合格者の決定について

・委員会の見直しについて

・埼玉県立大学諸規程の改正について

・平成12年度非常勤講師の委嘱について
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平成１２年度 保健医療福祉学部教授会

回数 年 月 日 主 要 議 題

１ 12.４.４ ・平成12年度各委員会委員の変更及び学科長の代理出席

者の指定について

２ 12.５.８ ・平成12年度教務運営費の配分について

・平成12年度教員研究費について

・履修規程の改正について

・教員（看護学科）の採用について

３ 12.６.５ ・履修規程の改正について

・平成13年度編入学試験の基本方針について

・教員（看護学科）の補充について

４ 12.７.３ ・教員（理学療法、作業療法、社会福祉学科）の補充に

ついて

・平成13年度入学者選抜要項・編入学試験募集要項につ

いて

５ 12.７.31 ・平成13年度推薦入学・社会人選抜募集要項について

６ 12.９.11 ・平成12年度非常勤講師の委嘱について

・ 編入生に係る既修得単位の認定に関する規程」の制「

定について

７ 12.９.28 ・平成13年度看護学科編入学試験第１段階選抜に係る合

格者について

・平成13年度一般選抜の募集要項について

・作業療法学科助手の公募について

・平成14年度以降の教授会、委員会の日程変更について

８ 12.10.13 ・平成13年度看護学科編入学試験最終合格者について

９ 12.11.10 ・教員（理学療法、作業療法学科）の採用ついて

・教員（理学療法学科）の補充について

・平成13年度行事予定について

・平成13年度推薦入学・社会人選抜・福祉編入試験実施

要領について

・平成13年度推薦入学・社会人選抜の評価方法、評価基

準について

10 12.12.４ ・教員（看護、社会福祉、理学療法学科）の採用につい

て

・教員（看護学科）の補充について

・平成13年度非常勤講師の委嘱予定について

・平成13年度特別選抜（推薦・社会人 、編入学試験（）

社会福祉学科）の合格者について

11 13.１.５ ・臨地実習講師取扱規程について

・セクシュアル・ハラスメント防止対策規程について

12 13.２.５ ・教員（理学療法学科）の採用について

・履修規程の改正について
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回数 年 月 日 主 要 議 題

・平成13年度ガイダンス日程について

・平成13年度時間割について

・平成13年度一般選抜の評価方法・評価基準について

・不測の事態が生じた場合の試験日程の繰り下げ等につ

いて

13 13.２.13 ・平成13年度一般選抜（前期・後期）第１段階選抜合格

者について

14 13.３.５ ・平成13年度一般選抜（前期日程）試験合格者について

・平成14年度入試日程について

・平成13年度非常勤講師の委嘱予定について

・助産婦・精神保健福祉士の国家試験受験資格取得に係

る科目履修に関する要綱の制定について

・学生の身分について

15 13.３.19 ・平成13年度一般選抜（後期日程）試験合格者について

・学生の身分について

平成１３年度 保健医療福祉学部教授会

回数 年 月 日 主 要 議 題

１ 13.４.３ ・進路相談規程（案）について

２ 13.５.７ ・平成14年度編入学試験募集要項（案）について

・平成14年度入学者選抜要項（案）について

・セクシャルハラスメント相談員規程（案）について

３ 13.６.４ ・平成13年度非常勤講師の委嘱について

・非常勤講師の採用条件と選考手順について

・平成13年度進路担当教員の選任について

・新カリキュラム検討委員会及び基本問題検討委員会の

設置について

・教員（看護学科）の補充について

・セクシャル・ハラスメント調査部会規程及び同調停部

会規程について

４ 13.７.２ ・入試情報の開示について

・倫理委員会規程（案）について

・情報システムを利用したｗｗｗホームページの開設と

運用に関する要項（案）について

５ 13.７.30 ・情報システムを利用したｗｗｗホームページの開設と

運用に関する要項（案）について

・平成14年度学生募集要項（推薦・社会人特別選抜）に

ついて

・学生の身分について
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回数 年 月 日 主 要 議 題

・教員（看護学科）の採用について

・倫理委員会委員３名の推薦について

６ 13.９.10 ・平成14年度行事予定（学年暦）について

・助産婦、精神保健福祉士関連科目履修者選考実施要項

について

・平成14年非常勤講師委嘱予定者について

・学生の身分について

・教員（理学療法学科）の採用について

７ 13.９.27 ・平成14年度入学者選抜試験（看護学科編入学試験・第

１段階選抜）に係る合格判定について

・学生の身分について

・教員（看護学科）の採用について

８ 13.10.12 ・平成14年度入学者選抜試験（看護学科編入学試験・第

２段階選抜）に係る合格反対について

・教員（作業療法学科）の募集について

・平成13年度非常勤講師の委嘱について

・卒業認定手続きの運用について

９ 13.11.９ ・教授の選考審査会の運営について

・教員（看護学科）の補充について

10 13.11.26 ・平成14年度入学者特別選抜（推薦・社会人）に係る合

格判定について

・平成14年度社会福祉学科編入学試験に係る合格判定に

ついて

・平成14年度非常勤講師の委嘱予定について

・特別管理産業廃棄物の管理に関する要項（案）につい

て

11 13.12.３ ・平成14年度大学入試センター試験実施要項（案）につ

いて

・平成15年度入学者選抜基本方針について

・教員（看護学科）の採用について

・助教授・講師の選考審査会の運営について

・卒業見込み証明書交付基準の制定について

12 14.１.７ ・教員選考審査会運営要綱について

・教員選考規程の一部改正について

・平成14年度非常勤講師の委嘱について

・教員（看護学科）の補充について

13 14.２.４ ・平成14年度時間割について

・情報システム利用規程について

・教員定年規程の改正について

・教員選考審査会の設置について
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回数 年 月 日 主 要 議 題

（ 〔 〕）14 14.２.13 ・平成14年度入学者選抜 一般選抜 前期・後期日程

に係る第一段階選抜合格者について

平成１４年度 保健医療福祉学部教授会

回数 年 月 日 主 要 議 題

１ 14.４.２ ・教授会の傍聴について

２ 14.５.13 ・平成15年度３年次編入学試験学生募集要項について

・埼玉県立大学図書館利用規程の改正について

・埼玉県立大学教員等の勤務時間に関する規程の改正に

ついて

・非常勤講師の委嘱予定について

・学生の身分について

・埼玉県立大学学長選考規程（案）について

３ 14.６.３ ・埼玉県立大学学長選考規程（案）について

・学生の身分について

・非常勤講師の委嘱について

・教員選考に関する審査手順及び基準について

・平成15年度入学者選抜要項について

・研究生・聴講生・科目等履修生の受け入れについて

４ 14.７.１ ・埼玉県立大学教務委員会規程の一部改正について

・平成14年度防火訓練の実施について

５ 14.７.29 ・埼玉県立大学名誉教授称号授与規程（案）について

６ 14.９.９ ・作業療法学科の教授選考について

・作業療法学科の教員募集について

・学生の身分について

・平成15年度非常勤講師の委嘱予定について

・埼玉県立大学学長選考規程施行規則（案）について

・埼玉県立大学学長選挙管理委員規程（案）について

・平成15年度行事予定（学年暦）について

・助産婦国家試験受験資格取得のために単位の取得が必

要な科目の履修に関する要綱の一部を改正する要綱に

ついて

・助産婦及び精神保健福祉士関連科目履修者選考に係る

事務取扱要領の改正について

・平成15年度助産師関連科目履修者選考実施要項及び

同選考基準について

・平成15年度精神保健福祉士関連科目履修者選考実施

要項及び同選考基準について
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回数 年 月 日 主 要 議 題

７ 14.９.26 ・編入学試験看護学科第１段階選抜合格判定格判定につ

いて

・埼玉県立大学学長選挙管理委員会の選任について

・埼玉県立大学学長選挙管理委員会の設置について

８ 14.10.10 ・埼玉県立大学臨地実習講師取扱規程の改正について

・埼玉県立大学セクシュアル・ハラスメント相談員規程

の改正について

・大学・短期大学部の統合・再編に向けた検討委員会の

設置について

９ 14.11.11 ・大学と短期大学部の統合・再編検討委員会について

・埼玉県立大学の新たなあり方検討委員会報告書につい

て

・ホームページの開設について

・平成15年度推薦・社会人・編入（社会福祉学科）試

験の実施要項について

・他学科授業科目の履修について

10 14.11.25 ・平成15年度入学者特別選抜（推薦・社会人）に係る合

格判定について

・平成15年度社会福祉学科編入学試験に係る合格判定に

ついて

・教員（看護学科助手）の選考について

11 14.12.２ ・大学運営協議会について

・平成16年度入学者選抜の基本方針について

12 14.12.16 ・学長予定者の決定について

・学則改正及び運営協議会規程（案）について

13 15.１.６ ・教員選考規程及び教員選考審査会運営要綱の改正につ

いて

・今後の進路支援対策について

・教員（看護学科助教授、作業療法学科教授、社会福祉

学科講師）の選考について

・教員（看護学科助手）の選考について

・教員（医学教育会議教授又は助教授）の募集について

14 15.２.３ ・教育研修センターの設置について

・埼玉県立大学組換えＤＮＡ実験安全管理規程（案）に

ついて

・埼玉県立大学卒業の時期を定める規程について

・埼玉県立大学図書館利用規程改正について

・埼玉県県立大学図書館県民公開規程改正について

・平成15年度非常勤講師の委嘱について

・学生の身分について
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回数 年 月 日 主 要 議 題

・教員（社会福祉学科助手）の補充について

・教員（医学教育会議教授又は助教授）の募集について

15 15.２.12 ・平成15年度入学者選抜（一般選抜・前期日程）に係

る第１段階選抜合格者について

・教員（看護学科・教授ほか）の補充について

・教員（作業療法学科・助教授）募集について

・教員選考審査会委員の推薦について

16 15.３.４ ・平成15年度入学者選抜（一般選抜・前期日程）に係

る合格判定について

・学生の身分について

・平成14年度卒業判定について

・平成15年度非常勤講師の委嘱予定について

・教員選考審査会委員の推薦について

・教員（医学教育会議）の選考について

・教員（看護学科助手）の補充について

・埼玉県立大学履修規程の改正について

17 15.３.19 ・国際交流委員会規程（案）について

・埼玉県立大学社会貢献委員会規程の改正について

・平成15年度各委員会委員について

・平成15年度開講授業科目担当教員について

・平成15年度時間割について

・助産師国家試験受験資格取得のために単位の取得が必

要な科目の履修に関する要綱の改正について

・埼玉県立大学進路支援委員会規程（案）について

・平成15年度入学者選抜（一般選抜・後期日程）に係

る合格判定について

・平成15年度非常勤講師の委嘱について

・平成15年度科目等履修生・聴講生の受け入れの可否

について

・学生の身分について

・教員（社会福祉学科助手）の選考について
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（平成１５年４月現在）表10－２ 埼玉県立大学の運営体制

埼玉県立大学運営協議会 埼玉県立大学運営改革推進会議学 長

○委 員 １０名以内 ○構 成 設置者と大学で構成

○審議事項 １０名以内

・運営全般に関する重要事項 ○検討事項 ・改革方策に関する事項

・教育、研究、経営に関する重要事項 ・改革の達成状況の評価

・教育、研究、経営に関する評価 ・重要・緊急課題の処理

保 健 医 療 福 祉 学 部 協 議 会 短 期 大 学 部

○構 成 学長、副学長、短大

大学運営会議 教 授 会 教 授 会 短大運営会議部長、事務局長、副局長

○構成員 ○構成員 ○協議事項 ○構成員 ○構成員

、 、学長、副学長、 学長、副学長、 ・将来構想 学長、専任教員 学長 短大部長

学科長等、事務 専任教授 ・予算編成基本方針 ○審議事項 学科長、事務局

局長、副局長他 ○審議事項 ・重要規程の制定・改廃 ・学則、諸規程の制 長、副局長

○審議事項 ・教育課程・授業 ・重要施設の設置・廃止 定・改廃 ○審議事項

・学長諮問事項 ・学則・重要規程の ・四大、短大運営の調整 ・教育研究上の基本 ・学科間調整

・教授会案件の事 制定改廃 方針 ・その他短大運

前調整 ・学生の入学等身分 ・教育課程 営に関する企統合・再編推進委員会

・学科間の調整 ・学生の厚生補導 ・学生の身分 画、調整

・教員人事 ・学生の厚生補導

・予算概算方針 他 委員会 ・学生の試験卒業 他共 通 委 員 会（ ）11
①学生、②図書、③情報ｼｽﾃﾑ

（ 委員会) ④社会貢献、⑤減免奨学金、 （ 委員会)県内就職対策会議 委員会 委員会8 8
①総務、②教務 他 ⑥セクハラ防止、⑦有害物質 ①総務、②教務 他

管理、⑧実験動物管理 他




